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添付法令資料 1： 
 

モロッコにおける動物生産の拡大を目的とした政府奨励策に係る 
1987 年 9 月 15 日付政令第 2-86-551 号（目次） 

 
 

無 題  （第 1 条） 
第 1 編  家畜の餌（第 2 条～第 5 条） 
第 2 編  動物の品種改良（第 6 条～第 10 条） 
第 3 編  養蜂（第 11 条） 
第 4 編  飼育用の建物及び器材（第 12 条～第 13 条） 
第 5 編  家畜の保護及び衛生（第 14 条） 
第 6 編  総則（第 15 条～第 16 条） 
 
 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国キムチ産業振興法（目次） 
2015 年 7 月 20 日法律第 13402 号により一部改正 2016 年 1 月 21 日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 3 条） 
第 2 章  キムチ産業振興基盤造成（第 4 条ないし第 9 条） 
第 3 章  キムチ産業の活性化促進（第 10 条ないし第 24 条） 
第 4 章  補則（第 25 条ないし第 27 条） 
附則 
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添付法令資料 3： 
 

労働安全及び衛生に関する 2008 年 5 月 22 日付モンゴル国法律（目次） 
 
 
第 1 章  総則（第 1 条ないし第 5 条） 
第 2 章  労働安全及び衛生に係る要求及び基準（第 6 条ないし第 17 条） 
第 3 章  適切な労働条件を提供させることに係る個人及び従業員の権利及び義務

（第 18 条） 
第 4 章  労働安全及び衛生に係る事項につき責任を負う機関のシステム、権限及び

財務（第 19 条ないし第 26 条） 
第 5 章  経済単位又は組織による労働安全及び衛生の組織化（第 27 条及び第 28

条） 
第 6 章  労働災害又は職業病に起因する疾病、急性中毒及びそれらの検討記録（第

29 条ないし第 31 条） 
第 7 章  労働安全及び衛生法令の履行に対し行うべき監督（第 32 条ないし第 35

条） 
第 8 章  労働安全及び衛生法令違反者に対し引き受けさせるべき責任（第 36 条） 
第 9 章  その他の規定（第 37 条） 
 
 
添付法令資料 4： 
 

仲介銀行に関する 2017 年 4 月 4 日付インドネシア共和国金融サービス庁規則

No.16/POJK.03/2017（目次） 
同月 7 日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 4 条） 
第 2 章  仲介銀行の設立（第 5 条及び第 6 条） 
 第 1 節  原則承認（第 7 条ないし第 14 条） 
 第 2 節  事業許可（第 15 条ないし第 24 条） 
第 3 章  事業活動及び事業所ネットワーク（第 25 条） 
 第 1 節  資産及び／又は債務の移転（第 26 条ないし第 30 条） 
 第 2 節  仲介銀行の運営（第 31 条ないし第 33 条） 
 第 3 節  事業所ネットワーク（第 34 条） 
第 4 章  仲介銀行の終了（第 35 条ないし第 39 条） 
第 5 章  雑則（第 40 条及び第 41 条） 
第 6 章  制裁（第 42 条） 
第 7 章  終則（第 43 条）  
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添付法令資料 5： 
 

ベトナム経済区及び高度技術区における土地使用料の収受並びに土地賃料 
及び水面賃料の収受に関して定める政府の議定（目次） 

2017 年 4 月 3 日付第 33/2017/NĐ-CP 号議定／17.05.20 施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条及び第 2 条） 
第 2 章  具体的規定 
 第 1 目  経済区における土地使用料、土地賃料及び水面賃料の収受（第 3 条ない

し第 11 条） 
 第 2 目  高度技術区における土地賃料及び水面賃料の収受（第 12 条ないし第 16

条） 
第 3 章  施行条項（第 17 条） 
 
 


